
民間施設等が出席扱いの認定を受けるまでのフロー 

 

 

 

 

 ＊申請書類   □申請書（様式１） □法人登記簿の写しもしくは登記事項証明書 

            □納税証明書（国税及び地方税） □事業内容が確認できるパンフレット等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした 

民間通所施設の基準に基づき調査 

 

 

 

 

 

 

 

認定                                不認定 

 

 

民間施設等が申請書類を教育委員会こども支援課に提出 

 

「指導要録上出席扱いとすることができる

不登校児童生徒を対象とした民間通所施設

の認定に係る決定通知書」(様式４)を民間

施設等に送付 

「指導要録上出席扱いとすることができる

不登校児童生徒を対象とした民間通所施設

の認定に係る結果通知書」(様式５)を民間

施設等に送付 

書類審査  

 

訪問調査  

認定結果の通知  

 



 

 

 


